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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　補強すべき構面に沿って並設される複数の壁面板と、
　左右に隣り合う前記壁面板同士を接合する連結部材とを備える耐震補強壁であって、
　前記連結部材は、前記構面に沿って配置される接続プレート部と、前記構面に交差する
ように配置される補剛プレート部とを有し、
　前記接続プレート部に前記壁面板が重ね合されており、
　前記壁面板と前記接続プレート部とを貫通する高力ボルトによって、前記壁面板と前記
接続プレート部とが摩擦接合されており、
　前記連結部材は、前記接続プレート部および前記補剛プレート部の下端に接合された下
端プレート部と、前記接続プレート部および前記補剛プレート部の上端に接合された上端
プレート部とを有し、
　前記補剛プレート部は、隣り合う前記壁面板の間から、前記壁面板の前側に突出してい
る、ことを特徴とする耐震補強壁。
【請求項２】
　補強すべき構面に沿って並設される複数の壁面板と、
　左右に隣り合う前記壁面板同士を接合する連結部材と、
　窓部が形成された窓付きユニットとを備える耐震補強壁であって、
　前記連結部材は、前記構面に沿って配置される接続プレート部と、前記構面に交差する
ように配置される補剛プレート部とを有し、
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　前記接続プレート部に前記壁面板が重ね合されており、
　前記壁面板と前記接続プレート部とを貫通する高力ボルトによって、前記壁面板と前記
接続プレート部とが摩擦接合されており、
　前記窓付きユニットは、前記窓部の左右両側に配置された縦枠プレート部と、隣り合う
前記縦枠プレート部間に配置されたブレース部と、前記縦枠プレート部の外側面に沿って
配置されたエンドプレート部と、を備えており、
　前記エンドプレート部に前記壁面板が重ね合されており、
　前記壁面板と前記エンドプレート部とを貫通する高力ボルトによって、前記壁面板と前
記エンドプレート部とが摩擦接合されている、ことを特徴とする耐震補強壁。
【請求項３】
　補強すべき構面に沿って並設される複数の壁面板と、
　左右に隣り合う前記壁面板同士を接合する連結部材と、
　上下に隣り合う前記壁面板同士を接合する中間横架材とを備える耐震補強壁であって、
　前記連結部材は、前記構面に沿って配置される接続プレート部と、前記構面に交差する
ように配置される補剛プレート部とを有し、
　前記接続プレート部に前記壁面板が重ね合されており、
　前記壁面板と前記接続プレート部とを貫通する高力ボルトによって、前記壁面板と前記
接続プレート部とが摩擦接合されており、
　前記中間横架材は、前記構面に沿って配置される縦プレート部と、前記構面に交差する
ように配置される横プレート部とを有し、
　前記縦プレート部に前記壁面板が重ね合されており、
　前記壁面板と前記縦プレート部とを貫通する高力ボルトによって、前記壁面板と前記縦
プレート部とが摩擦接合されている、ことを特徴とする耐震補強壁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既存建物に後付けされる耐震補強壁に関する。
【背景技術】
【０００２】
　既存建物に後付けされる耐震補強壁としては、例えば特許文献１に開示されたものがあ
る。特許文献１の技術は、複数の軽量Ｃ形鋼を上下方向に積み上げて耐震補強壁を形成す
るという技術であり、上下に隣り合う軽量Ｃ形鋼のフランジ同士を高力ボルト等によって
緊結することで、一体化を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－２９３９５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の耐震補強壁では、隣り合う軽量Ｃ形鋼のフランジ同士を重ね合せる必要が
あるところ、軽量Ｃ形鋼のフランジは、補強すべき構面に交差するように配置されている
ので、２枚のフランジを重ね合せた様子を室内側から看取できてしまい、建物利用者に重
厚な印象を与えてしまう。また、特許文献１の耐震補強壁では、多数の高力ボルトがフラ
ンジの上下に突出することになるので、２枚のフランジが重ね合されていることと相俟っ
て、室内空間の美観を損ねる虞がある。
【０００５】
　このような観点から、本発明は、複数の部材を組み合せて構成される耐震補強壁であっ
て、重厚な印象を緩和することが可能な耐震補強壁を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　前記課題を解決する本発明は、補強すべき構面に沿って並設される複数の壁面板と、左
右に隣り合う前記壁面板同士を接合する連結部材とを備える耐震補強壁であって、前記連
結部材は、前記構面に沿って配置される接続プレート部と、前記構面に交差するように配
置される補剛プレート部とを有し、前記接続プレート部に前記壁面板が重ね合されており
、前記壁面板と前記接続プレート部とを貫通する高力ボルトによって、前記壁面板と前記
接続プレート部とが摩擦接合されている、ことを特徴とする。
【０００７】
　「補強すべき構面」とは、既存建物の躯体（柱、梁、壁、床スラブなど）に囲まれた仮
想上の鉛直面である。
　本発明では、連結部材の接続プレート部に壁面板を重ね合わせた状態で、両者を高力ボ
ルトにより摩擦接合しているが、重ね合せる部位（壁面板および接続プレート部）を構面
に沿って配置しているので、壁面板と接続プレート部を重ね合せた様子が室内側から看取
され難くなる。また、本発明では、補剛プレート部同士を重ね合せるという構成を採用し
ていないので、補剛プレート部同士を摩擦接合するための高力ボルトが不要となる。なお
、補剛プレート部は、接続プレート部の面外座屈を抑制するとともに、接続プレート部に
接合された壁面板の面外座屈を抑制する構造要素である。
【０００８】
　前記連結部材に、前記接続プレート部および前記補剛プレート部の下端に接合された下
端プレート部と、前記接続プレート部および前記補剛プレート部の上端に接合された上端
プレート部とを具備させてもよい。このようにすると、複数の連結部材を並べた際に、複
数の下端プレート部が左右方向に連なるとともに、複数の上端プレート部が左右方向に連
なるので、下端プレート部および上端プレート部を耐震補強壁の外周枠として利用するこ
とができる。
【０００９】
　前記壁面板は、前記接続プレート部の前面および後面のいずれに重ね合せても差し支え
ないが、接続プレート部の前面に重ね合せると、接続プレート部が壁面板で覆い隠される
ようになるので、接続プレート部の後面に重ね合せる場合よりも、すっきりとした外観と
なる。なお、壁面板を接続プレート部の前面に重ね合せた場合には、隣り合う前記壁面板
の間から、前記補剛プレート部を前記壁面板の前側に突出させればよい。
【００１０】
　耐震補強壁に窓部を設ける場合には、窓部が形成された窓付きユニットを組み合せると
よい。窓付きユニットの構成に制限はないが、前記窓部の左右両側に配置された縦枠プレ
ート部と、隣り合う前記縦枠プレート部間に配置されたブレース部と、前記縦枠プレート
部の外側面に沿って配置されたエンドプレート部とを備えるものを利用すれば、ブレース
部によってせん断力を伝達することが可能になるので、大きな窓部を形成することが可能
となる。
【００１１】
　前記窓付きユニットと前記壁面板とを接合する場合には、前記エンドプレート部に前記
壁面板を重ね合せ、前記壁面板と前記エンドプレート部とを貫通する高力ボルトによって
、前記壁面板と前記エンドプレート部とを摩擦接合するとよい。このようにすると、壁面
板とエンドプレート部を重ね合せた様子が室内側から看取され難くなる。
【００１２】
　前記壁面板の前側に前記高力ボルトを覆い隠す化粧背板を配置し、前記化粧背板の前面
に棚板を設けてもよい。このようにすると、耐震補強壁を書架や飾り棚として利用するこ
とが可能になる。また、化粧背板によって高力ボルトを覆い隠されるので、すっきりとし
た外観となる。なお、連結部材の補剛プレート部や窓付きユニットの縦枠プレート部は、
ブックエンド等として利用することができる。
【００１３】
　複数の壁面板を上下に並設した場合には、上下に隣り合う前記壁面板同士を接合する中
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間横架材を配置すればよい。この場合、前記中間横架材は、前記構面に沿って配置される
縦プレート部と、前記構面に交差するように配置される横プレート部とを備えるものを使
用し、前記縦プレート部に前記壁面板を重ね合せ、前記壁面板と前記縦プレート部とを貫
通する高力ボルトによって、前記壁面板と前記縦プレート部とを摩擦接合することが望ま
しい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る耐震補強壁によれば、重厚な印象を緩和することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態に係る耐震補強壁を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係る耐震補強壁を補強すべき構面に設置した状態を示す正面
図である。
【図３】図２のＸ－Ｘ線断面図である。
【図４】図２のＹ－Ｙ線断面図である。
【図５】図２のＺ－Ｚ線断面図である。
【図６】本発明の実施形態に係る耐震補強壁の変形例を示す斜視図である。
【図７】本発明の実施形態に係る耐震補強壁の他の変形例を示す横断面図である。
【図８】本発明の実施形態に係る耐震補強壁のさらに他の変形例を示す縦断面図である。
【図９】図８の耐震補強壁の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１に示す耐震補強壁Ｗ１は、既存建物の室内に後付けされるものである。図２に示す
ように、本実施形態の耐震補強壁Ｗ１は、上下に隣り合う既存床スラブＳ，Ｓと、左右に
隣り合う既存柱Ｐ，Ｐ（図２では左側の既存柱Ｐのみを図示）とで囲まれた空間に設置さ
れる。
【００１７】
　本実施形態では、既存建物の窓際の既存壁Ｋ（図３参照）に沿って耐震補強壁Ｗ１を設
置する場合を例示するが、耐震補強壁Ｗ１の設置場所を限定する趣旨ではない。また、本
実施形態では、既存柱Ｐ，Ｐと既存床スラブＳ，Ｓとで囲まれた空間に耐震補強壁Ｗ１を
設置する場合を例示するが、既存の柱梁架構で囲まれた空間に耐震補強壁Ｗ１を設置して
も勿論差し支えない。
【００１８】
　図１に示すように、耐震補強壁Ｗ１は、補強すべき構面（以下、「補強構面」という。
）に沿って並設される複数の壁面板１，１，…と、隣り合う壁面板１，１を接合する連結
部材２，２，…と、既存建物の開口（窓）に対応する位置に配置される窓付きユニット３
と、耐震補強壁Ｗ１の側縁部に配置される側縁部材４と、を備えている。
【００１９】
　壁面板１は、せん断力を伝達可能な構造材である。本実施形態の壁面板１は、縦長の長
方形を呈する鋼板からなり、その長手方向が上下方向となるように配置されている。壁面
板１は、その前面および後面が他の壁面板１の前面および後面と面一になるように配置さ
れている（図３参照）。壁面板１の外周部には、ボルト挿通孔（図示略）が複数形成され
ている。このボルト挿通孔には、高力ボルトＢが挿通される。本実施形態の高力ボルトＢ
は、壁面板１の前側に突出した軸部へのナットの締め付けのみで締結力を導入可能なワン
サイドボルトである。
【００２０】
　連結部材２は、せん断力を伝達可能な構造材であり、接続プレート部２１と、補剛プレ
ート部２２と、下端プレート部２３と、上端プレート部２４とを備えている。本実施形態
の連結部材２は、ＣＴ形鋼（カットＴ形鋼）を利用して形成されている。すなわち、ＣＴ
形鋼のフランジにより接続プレート部２１が形成されており、ＣＴ形鋼のウェブにより補
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剛プレート部２２が形成されている。
【００２１】
　接続プレート部２１は、せん断力を伝達可能な板状の構造要素であり、補強構面に沿っ
て配置される。接続プレート部２１には、ボルト挿通孔２１ａが複数形成されている。ボ
ルト挿通孔２１ａには、高力ボルトＢが挿通される。図３にも示すように、接続プレート
部２１の前面には、壁面板１が重ね合されていて、壁面板１と接続プレート部２１とを貫
通する高力ボルトＢによって、壁面板１と接続プレート部２１とが摩擦接合されている。
なお、左右に隣り合う壁面板１，１のうち、左側の壁面板１は、接続プレート部２１の左
半分（補剛プレート部２２の左側の部分）に重ね合されており、右側の壁面板１は、接続
プレート部２１の右半分（補剛プレート部２２の右側の部分）に重ね合されている。
【００２２】
　補剛プレート部２２は、補強構面に交差するように配置される板状の構造要素であり、
接続プレート部２１と一体になっている。補剛プレート部２２は、接続プレート部２１の
面外座屈を抑制するとともに、接続プレート部２１に接合された壁面板１の面外座屈を抑
制する。本実施形態の補剛プレート部２２は、接続プレート部２１の前面に壁面板１，１
が重ね合されている関係で、隣り合う壁面板１，１の間から、壁面板１，１の前側に突出
している。
【００２３】
　下端プレート部２３は、図１に示すように、平面視矩形状の鋼板からなり、接続プレー
ト部２１および補剛プレート部２２の下端に接合されている。下端プレート部２３は、耐
震補強壁Ｗ１の外周枠の下辺部の一部となる。
【００２４】
　上端プレート部２４は、平面視矩形状の鋼板からなり、接続プレート部２１および補剛
プレート部２２の上端に接合されている。上端プレート部２４は、耐震補強壁Ｗ１の外周
枠の上辺部の一部となる。
【００２５】
　窓付きユニット３は、窓部３ａ，３ｂ，３ｃを有する構造材であり、縦枠プレート部３
１と、下枠プレート部３２と、上枠プレート部３３と、中間プレート部３４と、ブレース
部３５と、エンドプレート部３６と、背面プレート部３７とを備えている。窓付きユニッ
ト３は、ＣＴ形鋼や鋼板を利用して形成されている。
【００２６】
　縦枠プレート部３１は、補強構面に交差するように配置される板状の構造要素であり、
窓部３ａ，３ｂ，３ｃの左右両側に配置されている。左右一対の縦枠プレート３１，３１
は、下枠プレート部３２に立設されており、窓部３ａ，３ｂ，３ｃを挟んで対峙している
。
【００２７】
　下枠プレート部３２は、一対の縦枠プレート３１，３１の下側に配置された板状の構造
要素であり、耐震補強壁Ｗ１の外周枠の下辺部の一部となる。下枠プレート部３２の左右
の端部は、それぞれ縦枠プレート３１の側方に延出している。
【００２８】
　上枠プレート部３３は、一対の縦枠プレート３１，３１の上側に配置された板状の構造
要素であり、耐震補強壁Ｗ１の外周枠の上辺部の一部となる。上枠プレート部３３の左右
の端部は、それぞれ縦枠プレート３１の側方に延出している。
【００２９】
　中間プレート部３４は、窓部３ａ，３ｂ，３ｃの下側に配置された板状の構造要素であ
り、下枠プレート部３２および上枠プレート部３３の間において左右の縦枠プレート３１
，３１を繋いでいる。本実施形態の中間プレート部３４は、下枠プレート部３２および上
枠プレート部３３と平行に配置されている。
【００３０】
　ブレース部３５は、窓部３ａ，３ｂ，３ｃを取り囲む枠状架構のせん断変形を抑制する
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ための構造要素であり、縦枠プレート部３１，３１の間に配置されている。本実施形態で
は、縦枠プレート部３１，３１、上枠プレート部３３および中間プレート部３４で形成さ
れる枠状架構内に二つのブレース部３５，３５が配置されている。二つのブレース部３５
，３５は、横向きＶ字を形成するように組み合わされている。
【００３１】
　エンドプレート部３６は、せん断力を伝達可能な板状の構造要素であり、補強構面に沿
って配置される。本実施形態のエンドプレート部３６は、縦枠プレート部３１の外側面に
沿って形成されている。エンドプレート部３６には、ボルト挿通孔（図示略）が複数形成
されている。このボルト挿通孔には、高力ボルトＢが挿通される。図３にも示すように、
エンドプレート部３６の前面には、壁面板１が重ね合されていて、壁面板１とエンドプレ
ート部３６とを貫通する高力ボルトＢによって、壁面板１とエンドプレート部３６とが摩
擦接合されている。
【００３２】
　背面プレート部３７は、図１に示すように、ブレース部３５の無い架構（縦枠プレート
部３１，３１、下枠プレート部３２および中間プレート部３４で形成される矩形枠状の架
構）のせん断変形を抑制するための構造要素であり、補強構面に沿って配置される。
【００３３】
　なお、窓部３ａ，３ｂ，３ｃは、単なる開口部としてもよいし、非構造要素（孔あき鋼
板、透明また透光性のガラス板やアクリル板など）によって閉塞してもよい。本実施形態
では、窓部３ａを単なる開口部とし、窓部３ｂ，３ｃを孔あき鋼板３８で閉塞している。
【００３４】
　側縁部材４は、せん断力を伝達可能な構造材であり、耐震補強壁Ｗ１の外周枠の側辺部
となる。本実施形態の側縁部材４は、接続プレート部４１と、補剛プレート部４２と、下
端プレート部４３と、上端プレート部４４とを備えている。接続プレート部４１は、補強
構面に沿って配置されており、補剛プレート部４２は、補強構面に交差するように配置さ
れている。本実施形態の側縁部材４は、ＣＴ形鋼（カットＴ形鋼）を利用して形成されて
いる。
【００３５】
　図２に示すように、本実施形態の耐震補強壁Ｗ１は、既存建物の躯体に囲まれた空間に
配置される。耐震補強壁Ｗ１を設置する階の既存床スラブＳと耐震補強壁Ｗ１の下面との
間には増設梁６が形成されており、上階の既存床スラブＳと耐震補強壁Ｗ１の上面との間
には充填材７が充填されている。また、耐震補強壁Ｗ１と既存柱Ｐとの間には増設柱８が
形成されている。
【００３６】
　増設梁６は、耐震補強壁Ｗ１の台座となる鉄筋コンクリート製の構造体である。本実施
形態の増設梁６は、図４に示すように、既存壁Ｋに植設されたせん断伝達部材（例えば、
後施工アンカー）６５を介して既存壁Ｋの壁面に固着されている。なお、増設梁６を省略
し、既存床スラブＳ上に耐震補強壁Ｗ１を直接設置しても差し支えない。
【００３７】
　図２に示すように、増設梁６の上面部には、台座プレート６１，６１，…が埋め込まれ
ている。台座プレート６１は、連結部材２または窓付きユニット３の取付座になる部材で
あり、鋼板にて形成されている。本実施形態では、一つの台座プレート６１に対して、一
の連結部材２の下端プレート部２３と、その隣に位置する他の連結部材２の下端プレート
部２３または窓付きユニット３の下枠プレート部３２とが固定されている。すなわち、複
数の台座プレート６１，６１，…のうち、左右に隣り合う連結部材２，２の境界部分の下
側に配置された台座プレート６１は、連結部材２，２の共通の取付座になるとともに、連
結部材２，２の下端同士を連結しており、連結部材２と窓付きユニット３との境界部分の
下側に配置された台座プレート６１は、連結部材２および窓付きユニット３の共通の取付
座になるとともに、連結部材２と窓付きユニット３の下端同士を連結している。なお、左
右方向に連ねられた複数の下端プレート部２３，２３，…と、下枠プレート部３２と、台
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座プレート６１，６１，…とによって構成される構造体が、耐震補強壁Ｗ１の外周枠の下
辺部となる。
【００３８】
　台座プレート６１は、図４に示すように、アンカーボルト６２を利用して増設梁６のコ
ンクリートに固定されている。なお、図２では、アンカーボルト６２の図示を省略してい
る。アンカーボルト６２は、台座プレート６１の下面に固着されたナット６３に螺着され
ており、ナット６３の上側の部分が台座プレート６１に貫設され、ナット６３の下側の部
分が増設梁６のコンクリートに埋設される。なお、台座プレート６１の上面に連結部材２
（または窓付きユニット３）を載置し、下端プレート部２３（または下枠プレート部３２
）の上側に突出させたアンカーボルト６２にナット６４を螺着すると、下端プレート部２
３（または下枠プレート部３２）が台座プレート６１の上面に固定される。
【００３９】
　図２に示すように、窓付きユニット３の中央部の下側には、台座プレート６１が配置さ
れていない。この部分では、増設梁６のコンクリート面に窓付きユニット３の下枠プレー
ト部３２を直に載置し、図５に示すように、アンカーボルト６２を利用して下枠プレート
部３２を増設梁６に固定する。
【００４０】
　充填材７は、耐震補強壁Ｗ１の上面と上階の既存床スラブＳの下面との隙間を閉塞する
ものであり、本実施形態では、無収縮モルタルからなる。
【００４１】
　図２に示すように、充填材７の下面部には、天端プレート７１，７１，…が埋め込まれ
ている。天端プレート７１は、鋼板にて形成されている。本実施形態では、一つの天端プ
レート７１に対して、一の連結部材２の上端プレート部２４と、その隣に位置する他の連
結部材２の上端プレート部２４または窓付きユニット３の上枠プレート部３３とが固定さ
れている。すなわち、複数の天端プレート７１，７１，…のうち、連結部材２，２の境界
部分を跨ぐように配置された天端プレート７１は、連結部材２，２の上端同士を連結して
おり、連結部材２と窓付きユニット３との境界部分を跨ぐように配置された天端プレート
７１は、連結部材２と窓付きユニット３の上端同士を連結している。なお、左右方向に連
ねられた複数の上端プレート部２４，２４，…と、上枠プレート部３３と、天端プレート
７１，７１，…とによって構成される構造体が、耐震補強壁Ｗ１の外周枠の上辺部となる
。
【００４２】
　天端プレート７１は、図４に示すように、アンカーボルト６６を利用して連結部材２（
または窓付きユニット３）の上面に固着されている。すなわち、上端プレート部２４（ま
たは上枠プレート部３３）の上面に天端プレート７１を載置した状態で、天端プレート７
１の上面に固着されたナット６７にアンカーボルト６６を螺着し、上端プレート部２４（
または上枠プレート部３３）の下側に突出させたアンカーボルト６６にナット６８を螺着
すると、天端プレート部７１が上端プレート部２４（または上枠プレート部３３）の上面
に固定される。なお、天端プレート７１は、充填材７を打設する前に連結部材２または窓
付きユニット３に固定する。
【００４３】
　アンカーボルト６６は、既存床スラブＳに設けた貫通孔に挿通され、アンカーボルト６
６の上端部は、増設梁６のコンクリートに埋設される。貫通孔には、無収縮グラウトが注
入される。なお、図２では、アンカーボルト６６の図示を省略している。
【００４４】
　図２に示すように、窓付きユニット３の中央部の上側には、天端プレート７１が配置さ
れていない。この部分では、図５に示すように、アンカーボルト６６の下端部に上枠プレ
ート部３３を固定する。
【００４５】
　増設柱８は、図３に示すように、鉄筋コンクリート製の構造体であり、既存柱Ｐに植設
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されたせん断伝達部材８１を介して既存柱Ｐに固着されている。増設柱８のコンクリート
は、無収縮タイプのコンクリートである。なお、側縁部材４の外側面には、せん断伝達部
材４３が固着されており、せん断伝達部材４３を増設柱８のコンクリートに埋設すること
で、側縁部材４と増設柱８との一体化が図られている。
【００４６】
　耐震補強壁Ｗ１の組立手順に制限はないが、例えば、既存床スラブＳ上に増設梁６を構
築した後に、増設梁６の上に連結部材２，２，…および窓付きユニット３を立設し、その
後、壁面板１を取り付ければよい。充填材７は、連結部材２，２，…および窓付きユニッ
ト３を立設した後に充填し、増設柱８のコンクリートは、側縁部材４を立設した後に打設
する。なお、壁面板１、連結部材２および窓付きユニット３を設置現場にて一体化した後
に、増設梁６の上に設置してもよい。また、本実施形態では、既存床スラブＳを貫通する
アンカーボルト６６によって、増設梁６および充填材７と既存床スラブＳとの一体化が図
られているが、既存床スラブＳに植設した後施工アンカーなどによって、増設梁６および
充填材７と既存床スラブＳとの一体化を図っても勿論差し支えない。また、増設梁６等の
コンクリートを、耐震補強壁Ｗ１を設置した後に打設する場合には、連結部材２の上下面
にスタッドボルトなどのせん断伝達部材を固着しておき、耐震補強壁Ｗ１の設置後に打設
されるコンクリートに埋設してもよい。
【００４７】
　耐震補強壁Ｗ１によれば、連結部材２の接続プレート部２１に壁面板１を重ね合わせた
状態で、両者を高力ボルトＢにより摩擦接合しているが、重ね合せる部位（壁面板１およ
び接続プレート部２１）を補強構面に沿って配置しているので、壁面板１と接続プレート
部２１を重ね合せた様子が室内側（正面側）から看取され難くなる。重ね合わせた様子が
看取されると、重厚な印象を与えてしまうが、重ね合せた様子が看取され難い耐震補強壁
Ｗ１によれば、重厚な印象を緩和することが可能となる。
【００４８】
　また、耐震補強壁Ｗ１では、接続プレート部２１の前面に壁面板１を重ね合せているの
で、接続プレート部２１が壁面板１で覆い隠されるようになり、ひいては、すっきりとし
た外観となる。
【００４９】
　さらに、耐震補強壁Ｗ１では、窓付きユニット３にブレース部３５，３５を組み込んで
いるので、窓部３ａ，３ｂ，３ｃの面積を大きくすることが可能となる。なお、壁面板１
およびエンドプレート部３６を補強構面に沿って配置しているので、壁面板１とエンドプ
レート部３６を重ね合せた様子が室内側（正面側）から看取され難くなる。
【００５０】
　耐震補強壁Ｗ１では、補剛プレート部２２同士を重ね合せるという構成を採用していな
いので、これらを摩擦接合するための高力ボルトが不要となる。すなわち、耐震補強壁Ｗ
１では、突起物となる高力ボルトが補剛プレート部２２に存在していないので、補剛プレ
ート部２２をそのままブックエンド等として利用することができる。
【００５１】
　書架や飾り棚として利用する場合には、図６に示す耐震補強壁Ｗ２のように、壁面板１
の前側に化粧背板５１を配置するとともに、化粧背板５１の前面に棚板５２，５２，…を
設けるとよい。連結部材２の補剛プレート部２２および窓付きユニット３の縦枠プレート
部３１は、そのままブックエンドとして利用することができる。なお、壁面板１の前面に
胴縁５３を設け、胴縁５３に対して化粧背板５１を固定するとよい。
【００５２】
　化粧背板５１を配置すると、高力ボルトＢ（図１参照）が覆い隠されるようになるので
、すっきりとした外観となる。
【００５３】
　化粧背板５１の前側に机用の天板５４を設けてもよい。天板５４は、複数の連結部材２
，２，…を横断するように配置し、連結部材２に設けたブラケット２５に固定する。なお
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、耐震補強壁Ｗ２では、机としての使い勝手を向上させるために、補剛プレート部２２の
下半部を、強度に影響の無い範囲で切除している。
【００５４】
　本実施形態では、窓際の既存壁Ｋ（図３参照）に沿って耐震補強壁Ｗ１を設置した場合
を例示したが、図７に示すように、間仕切り壁の無い空間に耐震補強壁Ｗ３を配置し、耐
震補強壁Ｗ３を間仕切り壁として利用してもよい。なお、図７では、既存柱Ｐ，Ｐの間に
二つの耐震補強壁Ｗ３，Ｗ３を並設している。
【００５５】
　耐震補強壁Ｗ３は、補強構面（図７において紙面に垂直な平面）に沿って並設される複
数の壁面板１，１，…と、隣り合う壁面板１，１を連結する連結部材２，２，…と、耐震
補強壁Ｗ３の側縁部に配置される側縁部材４と、を備えている。
【００５６】
　耐震補強壁Ｗ３，Ｗ３は、背中合せとなるように配置されていて、一方の耐震補強壁Ｗ
３の壁面板１は、連結部材２の接続プレート部２１の後面に重ね合されるとともに、他方
の耐震補強壁Ｗ３の壁面板１と重ね合されている。
【００５７】
　一方の耐震補強壁Ｗ３の壁面板１と他方の耐震補強壁Ｗ３の壁面板１とは、補強構面の
法線方向（壁面板１の板厚方向）に重ね合された状態で、一方の耐震補強壁Ｗ３の連結部
材２と他方の耐震補強壁Ｗ３の連結部材２とに挟持されていて、これらを貫通する高力ボ
ルトＢによって、壁面板１と接続プレート２１とが摩擦接合されるとともに、一方の耐震
補強壁Ｗ３の壁面板１と他方の耐震補強壁Ｗ３の壁面板１とが摩擦接合されている。
【００５８】
　耐震補強壁Ｗ３，Ｗ３を背中合せとなるように配置すれば、その両面に棚を形成するこ
とが可能となる。
【００５９】
　階高が大きい場合には、図８および図９に示す耐震補強壁Ｗ４のように、複数の壁面板
１（本実施形態では二つ）を上下に並設すればよい。なお、図８に示すように、二つの耐
震補強壁Ｗ４，Ｗ４を背中合せで配置している。
【００６０】
　耐震補強壁Ｗ４は、上下左右に並設された複数の壁面板１と、左右に隣り合う壁面板１
，１を接合する連結部材２’と、上下に隣り合う壁面板１，１を接合する中間横架材９Ａ
とを備えている。
【００６１】
　連結部材２’は、ＣＴ形鋼からなり、接続プレート部２１と補剛プレート部２２とを備
えているが、下端プレート部および上端プレート部は備えていない。
【００６２】
　中間横架材９Ａは、連結部材２’と同じ断面形状のＣＴ形鋼からなり、補強構面（図８
において紙面に垂直な平面）に沿って配置される縦プレート部９１と、補強構面に交差す
るように配置される横プレート部９２とを備えている。縦プレート部９１は、壁面板１に
重ね合されており、壁面板１と縦プレート部９１とを貫通する高力ボルトＢによって、壁
面板１と縦プレート部９１とが摩擦接合されている。
【００６３】
　なお、耐震補強壁Ｗ４の下端部には、その外周枠の下辺部の一部となる下取付部材９Ｂ
が接合されており、下取付部材９と既存躯体との間に増設梁６が形成されている。また、
耐震補強壁Ｗ４の上端部には、その外周枠の上辺部の一部となる上取付部材９Ｃが接合さ
れており、上取付部材９Ｃと躯体のとの間に充填材７が充填されている。
【００６４】
　耐震補強壁Ｗ４に複数の開口部を設ける場合には、図９に示すように、複数の開口部が
上下に隣接しないように、下側の開口部ａと上側の開口部ｂとを、左右にずらして配置す
ることが望ましい。
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【符号の説明】
【００６５】
　Ｗ１～Ｗ４　耐震補強壁
　１　　壁面板
　２，２’　連結部材
　２１　接続プレート部
　２２　補剛プレート部
　２３　下端プレート部
　２４　上端プレート部
　３　　窓付きユニット
　３１　縦枠プレート部
　３５　ブレース部
　３６　エンドプレート部
　５１　化粧背板
　５２　棚板
　９Ａ　中間横架材
　９１　縦プレート部
　９２　横プレート部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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